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5
関係法令

国等補助制度
関連計画

　図書館法、東浦町中央図書館条例、同規則、東浦町子ども読書推進計画

平成30年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成29年度）

事業番号 31 担当課

総括評価
今後の課題

　利用者の満足度向上や普段図書館を利用しない方の今後の利用につなげるため、新刊書を購入
し図書等の入れ替えを行いました。図書館資料の購入費は限りがあるため、利用者のリクエスト
に対応できない部分もありますが、予約の多い人気本については寄贈をPRしたり、他の図書館
から資料を借りることのできる相互貸借事業にも力をいれて対応しています。
　近年は、インターネットの普及や書籍の電子化により、学習活動や情報収集の手段が多様化し
ており、図書館としてもこうしたIT技術を取り入れ、利便性を高める必要があります。
　利用者の利便性を高めつつ、普段図書館を利用しない方へのPRや若者向けの図書を集めた
ティーンズコーナーといった新しい利用者の獲得を検討する必要があります。

1 事業名 図書館資料購入事業・図書リサイクル関係事業

図書館

3 事業の背景

　住民のみなさんの読書、学習、調査などの活動に応えるために、図書等資料の充実を図ってい
ます。また、社会的な変化に対応するためには、継続的に新しい資料を購入し、図書館の情報を
入れ替えていく必要があります。入れ替えにより生じた本や雑誌については、リサイクルするこ
とで活用しています。

4 事業の目的

　図書館資料の充実を図り、住民のみなさんの多様な知的要求や課題解決に的確に応えることを
目的とします。
　また、図書館で利用されなくなった本をリサイクル本として、住民のみなさんに利用していた
だくことで資源の有効活用を図ります。

9 特記事項

6 関連事業 　図書館情報化事業、図書館サービス体制充実事業、子ども読書活動推進事業

8
事業実績

（27年度～
29年度）

7
具体的な
実施内容

・図書館資料購入　一般書　2,776点、児童書　1,694点
　　　　　　　　　ＤＶＤ　　  19点、紙芝居　  　 37点　　               計4,526点
・本のリサイクルフェア（4月、11月）
　　　　　　   4月提供冊数　2,354冊　譲渡冊数　2,226冊（譲渡率94.6％）
　　　　　　 11月提供冊数　5,481冊　譲渡冊数　4,656冊（譲渡率84.9％）
・雑誌のリサイクルフェア（7月）
                     7月提供冊数　1,592冊　譲渡冊数　1,283冊（譲渡率80.6％）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

図書館カード登録率※ 42.6% 45.0% 47.5%

町民１人当たりの貸出点数 6.1点 6.2点 5.8点

登録者１人当たりの貸出点数 14.4点 13.8点 12.3点

１日平均貸出者数 226人 227人 212人

１日平均貸出点数 1,015.6点 1,017.7点 957.2点

町民１人当たりの資料点数 3.8点 3.9点 3.8点

蔵書回転率 161.0% 161.1% 155.1%

蔵書冊数 191,720冊 194,597冊 189,413冊

購入点数 4,406点 5,316点 4,526点

除籍冊数 2,514冊 3,045冊 10,155冊

リサイクル本譲渡率（平均） 98.2% 98.2% 86.7%

※図書館カード登録率は、町人口に対する貸出登録者の比率
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27年度決算 28年度決算 29年度決算 30年度予算

受益者負担はありません。(入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴
収してはならないことが法律で定められています。)

事業の評価

12 評価の理由

その他

1,523

低い

12,043 97.0%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

支
　
出

13

11

　新しい本等の購入が減ったりなくなることで、利用者満足度が低下します。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

図書館を利用していない住民のみなさんに向けた周知方法などを工夫する必要がありま
す。

　所蔵本を増やしたり、入れ替えの量を増やすことで、利用者満足度が向上します。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

利用者ニーズに応えるために購入冊数を増やし、図書や情報をより新しいものにする必要
があります。

需用費

合 計

事
業
費

9,794

拡大した場合

10 総事業費(千円)
23,000

11,317

公共図書館として地域資料の保存や資料収集を継続的に行うためには、行政関与の必要性
が高いと考えます。

年間約15万7千人（平成29年度来館者数）の方が図書館を利用しており、事業効果は高
いと考えます。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 ○ 現状維持拡大事業の方向性 縮小

事業を

一部

103.7%

107.3%

1,227

10,512

11,739

80.6%

0

0

23,061 24,633対前年比(％) 対前年比(％)

186.7%2,291

10,128

12,419

0

0

96.3%

105.8%

90.7%

24,491

2,078

対前年比(％)

0

0

98.4%9,965
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5
関係法令

国等補助制度
関連計画

　図書館法、東浦町中央図書館条例、同規則、東浦町子ども読書活動推進計画

平成30年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成29年度）

事業番号 32 担当課

総括評価
今後の課題

　図書館システムによる資料検索や予約・貸出延長といった利用者自身で行える操作が利用者に
浸透してきたことにより事務の簡素化が進みました。レファレンスツールのホームページへの公
開や現行法規のデータベース化でレファレンスサービスの向上を図り、公衆無線ＬＡＮの設置で
利用者に快適なネット環境を提供しました。同時に増設したパソコン使用席も利用が増加してい
ます。Facebook図書館アカウントを取得し、イベント周知に限らず、日々の図書館の様子も発
信することが可能となり、利用者に身近に感じてもらえています。
　今後は電子書籍やＩＣタグなどの導入を検討するとともに、現在提供しているサービスの改善
についても検討していきます。

1 事業名 図書館情報化事業

図書館

3 事業の背景

　パソコン・スマートフォン・タブレット等の普及により、利便性に加え情報リテラシーの拠点
としての役割を求められています。
※情報リテラシーとは、情報機器やＩＴネットワークを活用して、情報・データを管理、活用す
る能力のことを意味し、図書館においては利用者に対し情報・データを管理、提供する環境を整
えることで、利用者自身が情報の収集や活用する能力を向上できる拠点としての役割を求められ
ます。

4 事業の目的

　利用者にとって利便性の高いシステムを提供し、日々情報管理を行い利用者の自主学習や知識
向上のため情報提供を行います。
　また、利用者自らが図書館の情報機器にふれ利用できるような環境を継続すると共に、自身の
デバイスを活用できる環境を提供します。

9 特記事項
　ICタグ、電子書籍の導入などの情報化については、他市町の導入状況等の社会的変化や住民の
みなさんのニーズ、費用対効果を総合的に判断したうえで導入の可否及び時期を見極める必要が
あります。

6 関連事業 　図書館資料購入・リサイクル事業、図書館サービス体制充実事業、子ども読書活動推進事業

8
事業実績

（27年度～
29年度）

7
具体的な
実施内容

　図書の貸出、返却及び予約管理等を図書館システムを利用して管理しています。また、図書館
システムにより蔵書管理することにより、利用者からのレファレンスに広く対応できます。

（平成29年度新規実施内容）
・館内に公衆無線ＬＡＮ（Free Wi-Fi）の設置（平成29年11月から）
・２階レファレンスカウンター横に持ち込みＰＣ使用優先席を増設（平成29年11月から）
・リクエスト本を他館より相互貸借した場合に、「依頼中」「準備中」など利用者の予約ページ
　に表示し進捗状況を確認できるように設定
・図書館のFacebookアカウント設定により図書館のイベント等情報を随時発信
・現行法規サービスのデータベース化
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27年度決算 28年度決算 29年度決算 30年度予算

受益者負担はありません。

事業の評価

12 評価の理由

その他

1,829

低い

19,950 478.4%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

支
　
出

13
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　システムを縮小廃止した場合、利用者にとって利便性が低下する上、業務効率も低下しま
す。また、ネット環境の提供を縮小廃止した場合も同じく利便性の低下により、需要に応え
られません。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

公衆無線ＬＡＮ（Free Wi-Fi）の導入や利用者の予約ページで進捗状況を確認できるよ
うにするなどして利用環境を整えました。

　電子図書の導入によって利用者が図書館に来館することなく、利用することが可能になっ
たり、ＩＣタグの導入によって貸出返却等の管理が効率化されますが、導入費に多額の費用
がかかります。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

図書館システムでの検索・予約等基本的な操作とオプション機能の充実を継続し、館内の
ネット環境も公衆無線ＬＡＮを導入することで向上しました。

委託料

合 計

1,896

0
事
業
費

489

機械器具費

拡大した場合

10 総事業費(千円)
9,102

4,214

指定管理者制度の導入により図書館運営そのものを外部委託することは可能ですが、本事
業のみを切り離すことは適切ではないため、行政の関与は普通としました。

図書館資料の管理は、システム導入により効率化され、従来より迅速な対応が可能となっ
たことに加えイベント等の周知や利用者自身のデバイス活用の充実を計りました。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 ○ 現状維持拡大事業の方向性 縮小

事業を

一部

98.9%

90.0%

1,830

1,896

0

440

4,166

100.1%

100.0%

0

借上料

9,569 9,592対前年比(％) 対前年比(％)

1,897

0

100.0%1,830

443

4,170

100.1%

0

100.7%

100.1%

572.1%

25,826

10,470

対前年比(％)

100.0%

0

168.4%

1,897

746

6,837
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9 特記事項 ー

6 関連事業 　図書館資料購入、リサイクル事業、図書館情報化事業、子ども読書活動推進事業

8
事業実績

（27年度～
29年度）

7
具体的な
実施内容

①レファレンスサービス：利用者の情報や資料探しをサポートするサービス
②相互貸借：図書館同士が所蔵している資料を貸し借りしてリクエストに応える制度
③講座：図書館利用のきっかけづくりを目的とした講座
④イベント：図書館利用のきっかけづくりを目的としたイベント
⑤よむらびサポーターズとの協働事業：
　図書館の魅力向上につながる取り組みを考える住民活動グループの協力により、事業の見直し
について話し合ったり、イベントを協働で行う。
⑥ＤＶＤ上映会：所蔵DVDを活用した子ども向けと大人向けの上映会
⓻図書館フェイスブックによる広報：フェイスブックを活用した図書館活動等の広報
⓼レファレンスデータベースの設置：調べものに便利なインターネットサイトのリンク集
⓽Free Wi-Fi(無料公衆無線LAN)サービス
⑩広域ネットワークの構築による公共図書館における情報基盤整備：
　利用登録が可能な範囲…町内・知多地域の９市町、刈谷・高浜市に在住・在勤・在学の方

事業の背景
　ライフスタイルの多様化や少子高齢化の進展など社会情勢の変化に伴い、図書館には新たな視
点に基づく運営が求められています。地域の実情にあったサービスを提供し、東浦町中央図書館
をより居心地の良い空間にしていく必要があります。

4 事業の目的
　住民のみなさんが、本を借りる場所という概念に捉われない新たな視点での図書館の利用方法
を提示し、気軽に来館でき、利用できるサービス体制を整えることを目的とします。

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

　図書館法、東浦町中央図書館条例、同規則、東浦町子ども読書活動推進計画

平成30年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成29年度）

事業番号 33 担当課

総括評価
今後の課題

　移動販売（カフェカー）の誘致や、夜のビブリオパーティー、拓本講座など、新たな取組みや
新規の講座を開催しました。独自性のあるイベントや講座を開催することで新たな図書館利用者
を開拓するとともに、継続的な利用につなげていくことが重要です。
　環境面では、館内にFree Wi-Fiを導入し、無料でインターネットに接続できる環境を整備し
ました。
　有志の地域住民からなる「よむらびサポーターズ」と協働で、まちじゅうで本に触れる機会を
生む取組として、ぐるぐる図書館の活動を推進しています。今後も図書館をより良くするための
様々なアイデアをよむらびサポーターズとの協働によりどのように実現していくかが課題となっ
ています。

1 事業名 図書館サービス体制充実事業

図書館

3

平成27年度 平成28年度 平成29年度

レファレンス件数 1,285件 966件 953件

相互貸借件数 1,094件 1,041件 908件

講座件数(延べ参加者数) 11講座(214名) 5講座(80名) 10講座(131名)

フェイスブック投稿件数 13件
※

29件
※

42件(6件
※

)

※町フェイスブック投稿件数

イベント(参加者数)
・よむらびコンサート(約200名)
・夜の図書館でビブリオパーティ(16名)
・よむらびフェスタ(延べ383名)
・クリスマス会(延べ127名)

DVD上映会(参加者数)
・大人向けDVD上映会「父と暮らせば」、「富士ファミリー」(延べ61名)
・子ども向けDVD上映会「ジャックと天空の巨人」、「美女と野獣」(延べ34名)
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0

498

35.0%

0

0

309.3%

281.9%

17,996

1,325

対前年比(％)

571.4%

0

0

160

697

357

報償費

14,818 15,844対前年比(％) 対前年比(％)

28

0

580.2%470

32.4%

0

81

80

0

0

161

21.1%

70.8%

0

10 総事業費(千円)
14,735

497

図書館サービスを継続的に行うためには、行政関与の必要性が高いと考えます。

年間約15万7千人（平成29年度来館者数）の方が図書館を利用しており、事業効果は高
いと考えます。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 ○ 現状維持拡大事業の方向性 縮小

事業を

一部

支
　
出

13

11

　図書館への関心が薄れ、図書館利用者が減少します。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

図書館サービスが及んでいない住民のみなさんに図書館を利用してもらうために、事業内
容や図書館の周知方法を工夫する必要があります。

　図書館への来館頻度や読書活動を促進します。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

講座やイベント等への一時的な参加で終わらせることなく、継続的な図書館利用につなが
るよう事業内容を工夫する必要があります。

需用費

合 計

113

0
事
業
費

0

委託料

拡大した場合

27年度決算 28年度決算 29年度決算 30年度予算

受益者負担はありません。

事業の評価

12 評価の理由

その他

384

低い

2,539 509.8%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通
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5
関係法令

国等補助制度
関連計画

図書館法、子どもの読書活動の推進に関する法律、
子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画、愛知県子ども読書活動推進計画、
東浦町中央図書館条例、同規則、東浦町子ども読書活動推進計画

平成30年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成29年度）

事業番号 34 担当課

総括評価
今後の課題

　中央図書館のマスコットキャラクター「よむらび」を活用した「よむらびプロジェクト」を実
施することで、子どもたちが本を好きになる機会を作っています。
　また、子どもたちに読書の喜びを伝え、子どもたちが自ら読書に親しみ、読書習慣を身に付け
ていけるように、第２次東浦町子ども読書活動推進計画に基づいた事業を展開しています。
　図書等の貸出件数が特に少ない10代後半の方の利用を促進するには、子ども・若者に関心が高
い本、誰でも読みやすい本などをまとめて展示するティーンズコーナー(一般図書と児童図書の間
の層)の設置や、普段図書館を利用しない方々への図書館のPRが必要です。
　ブックスタート事業では、絵本の引換率が4か月児が７割程度、1才６か月児が５割程度となっ
ており、さらに引換率を増やす工夫が必要です。

1 事業名 子ども読書活動推進事業

図書館

3 事業の背景

　平成13年に制定された「子ども読書活動の推進に関する法律」に基づき、国の基本計画及び愛
知県の推進計画を基本として、東浦町における子ども読書活動の推進をしています。東浦町で
は、平成21年に子ども読書活動推進計画（第１次）を策定し、子どもたちが自ら読書に親しむこ
とができる読書環境の整備を図りました。平成26年にはそれまでの取り組みの成果と課題を踏ま
え、第２次計画を策定しました。子どもの読書活動に関する理解と関心の普及を図り、計画を推
進しています。

4 事業の目的 すべての子どもが、自主的に読書活動を行うことができる環境の整備を目的とします。

9 特記事項 ―

6 関連事業 図書館資料購入・リサイクル事業、図書館情報化事業、図書館サービス体制充実事業

8
事業実績

（27年度～
29年度）

7
具体的な
実施内容

①おはなし会　第１～４水曜日　午前11時～、第１・３土曜日　午後２時30分～
②ブックスタート事業
　保健センターで絵本の読み聞かせを行い、引換券で絵本をプレゼント
③講座
・読書感想文書き方講座（３・４年生・保護者）　７月25日
・ビブリオバトル入門講座（教員）　８月25日
・紙芝居講座（一般・ボランティア）10月11日
・絵本の読み聞かせ講座①（一般・保育士）11月８日、②（一般・ボランティア）11月15日
・年賀状に使える！消しゴムはんこ作り講座　12月２日　　他３講座
④社会体験研修・職場体験学習・図書館見学　５月～８月
　中学生による職場体験学習、小学生による図書館見学を実施。小中学校教諭の社会体験研修を
実施
⑤学級文庫充実事業
　図書館閉架書庫の本を５学校の学級文庫に貸出し（１校１学期100冊まで）
⑥読書感想文・感想画コンクール
⑦小中学生による図書館ボランティア　７月～12月
⑧よむらびフェスタ　８月５日
　人形劇、工作、大型紙芝居読み聞かせ等のボランティア団体の催し物を開催
⑨プレーパーク　10月29日　於大公園にて読み聞かせを実施
⑩クリスマス会　12月16日
⑪よむらびプロジェクト
　マスコットキャラクター「よむらび」のＰＲを通し、各種イベントを実施

平成27年度 平成28年度 平成29年度

おはなし会実施回数

（参加者数）

65回

（1,018人）

67回

（1,332人）

45回

（870人）

ブックスタート参加者数 396人 419人 499人

講座数・延べ参加人数 ６講座・173人 ５講座・80人 ９講座・124人

職場体験・図書館見学者数 234人 389人 488人

学級文庫充実事業参加校数 ４校 ６校 ５校

図書館ボランティア受入者数 延べ202人 延べ239人 延べ67人

読書感想文・感想画コンクール応募点数 7,192点 7,223点 6,942点

よむらびフェスタ参加者数 391人 609人 383人

クリスマス会参加者数 303人 231人 127人

よむらびプロジェクト件数 ４件 7件 ７件
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27年度決算 28年度決算 29年度決算 30年度予算

受益者負担はありません。

事業の評価

12 評価の理由
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　子どもの読書環境を十分に整備することができず、子どもが本に親しむ機会が減少するこ
とが考えられます。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

マスコットキャラクターである「よむらび」を活用して、子どもたちに図書館に興味を
持ってもらう動機付け等を継続的に行う必要があります。

　子ども読書活動の推進や環境整備をさらに促進し、子どもが本に親しむ機会をより多く提
供できることが期待できます。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

幼時から小学生までの子どもに対する読書活動の推進事業は充実していますが、自主学習
等で図書館に訪れる中学生や高校生に本を手に取ってもらう工夫が必要と考えます。
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合 計
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拡大した場合

10 総事業費(千円)
5,456

589

東浦町子ども読書活動推進計画(第二次)を推進していくため、行政の関与は必要です。

定例のイベントや講座に加え、新しいイベントや講座を実施することで新たな利用者が図
書館に足を運ぶきっかけになります。

②行政関与の必要性が高い。
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